
��問題
小中学校において��､ ����､ 高機能自閉症等を有

する児童生徒への対応に関する内容を含んだ学校教育法

等の一部を改正する法律が����年に成立し､ ����年�

月より施行されている｡ これによって､ 現在各学校で特

別支援教育の体制の整備が進められているところである｡

具体的には､ 校内委員会の設置､ 特別支援教育コーディ

ネーターの指名､ 特別支援教育支援員の配置､ 個別の指

導計画の作成などを小中学校で実施するよう､ 提示され

ている｡

このような特別支援教育の体制整備は､ どちらかと言

えば小学校が中心で､ 中学校は立ち遅れていることが指

摘されてきた (干川, ����など)｡ しかし､ 文部科学省

が行った調査によれば､ ����年には校内委員会の設置

率は､ 小学校����％に対し､中学校����％､ 特別支援教

育コーディネーターの指名率では､ 小学校����％に対

し､ 中学校����％と､ 必ずしも中学校での体制整備が

小学校に比べて遅れているわけではないことがわかる｡

実践研究も小学校が中心であることが指摘されていたが

(高山, ����)､ 最近､ 中学校における特別支援教育の実

践報告も見受けられる｡ 中学校の通級指導教室主任とし

て体制整備に取り組んだ実践例 (月森､ ����)､ 教育相

談主任として､ 不登校対応から体制整備を行った実践例

(井上､ ����)､ 巡回相談を活用し､ 事例の理解を深めた

実践例 (大隅､ ����)､ スクールカウンセラーの関わり

から学校が指導組織として取り組むようになった実践例

(森脇・浅川､ ����) などである｡ これらの実践では､

中学校では､ スクールカウンセラーやソーシャルワーカー､

巡回相談員などの外部専門家の介入を通して､ 特別支援

教育の学校体制が形成されていったことが報告されてい

る｡ このように､ すでに不登校やいじめ対策として中学

校に導入されている人的資源を活用し､ 教育相談や生徒

指導､ 就学指導委員会､ 学年団会議などの既存の組織を

もとに特別支援教育の体制作りが進められていることが

わかる｡

しかし､ このような実践の紹介がある一方で､ 実際の

中学校の学校現場では､ 特別支援教育に対しての受け止

め方に格差があり､ すでにできあがった学校体制に新し

いシステムを導入することに負担や困難を抱えている実

情のあることが指摘されている (森脇・浅川, ����)｡

また､ 教師自身の特別支援教育に関しての知識と理解が

不足していたり､ 多様化する生徒のニーズに応えること

ができない学校側の問題が存在することも示されている

(吉澤・米山, ����)｡ 花熊 (����) は､ こういう状況を

さして､ ｢体制作りの組織はできたが､ 中身はこれから｣

― 89―

中学校における特別支援の必要な生徒の支援と校内体制

－アスペルガー症候群の実践報告事例をもとに－
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特別支援教育が本格的に実施され､ 体制整備が進められている｡ 中学校においても校内委員会の設置や特別支援教育

コーディネーターの指名などが小学校同様､ 高率で実施されている｡ しかし､ ｢中身はこれから｣ の状況が指摘されている｡

ことに､ 中学校の場合､ 教科担任制や生徒指導重視の学校システムがあり､ 特別支援の必要な生徒に対し､ 特別支援の

方策を充実させていくには､ 多くの課題がある｡ そこで､ 今回､ 養護教諭が学校体制の架け橋となって取り組んだアスペ

ルガー症候群の生徒の実践の検討を行った｡ この事例は､ 対人関係をうまく築けないことにより､ 集団に入ることに困難

が生じ､ 教室不適応を起こしたため､ 保健室を拠点に支援を行っていった｡ しかし､ 保健室での支援をめぐって教師間で

共通理解がもてなかった｡ スクールカウンセラーや専門機関との連携のもと､ 徐々に教師間の理解と対応が変わり､ 生徒

の変容が認められるようになった｡ こうした実践の経過を分析し､ 中学校における特別支援教育の課題が提示された｡

キーワード：中学校､ 特別支援教育､ アスペルガー症候群､ 養護教諭､ 保健室
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の段階であるとしている｡

このように特別支援教育の位置づけがなされにくいの

は､ 中学校の学校システムや生活の構造に小学校と違う

特性のあることが指摘される｡ その一つに､ 小学校とは

違い､ 教科担任制が敷かれていることがあげられる｡ 加

藤 (����) は､ 表１のように､ 小学校と中学校の生活の

構造の違いをまとめているが､ この中で､ 教科担任制に

よる影響の大きさを指摘する｡ 例えば､ 小学校の場合､

担任を含む２, ３人の教師との関係で終始していた対人

関係が中学入学と同時に教科担任が増えるごとに増え､

その結果､ 一日に会う教師の数が急増し､ 発達障害児に

とって困難な状況を生むことがあることを指摘している｡

つまり､ 多くの教師との関わりは､ 同時に多量の情報処

理をすることが苦手なタイプの子どもにとって､ テレビ

のザッピングが目の前で繰り広げられているようにめま

ぐるしい状態を生じさせると推測する｡ 吉澤・米山

(����) も､ 教科担任制によって､ 特別支援教育を必要

とする生徒の全体像がつかみにくいことをあげている｡

玉井 (����) は､ 学級担任の ｢絶対性｣ が薄まるという

特徴によって､ 彼らが示す言動について､ 教員集団内で

も評価が一致しないことが起こりうることを中学校の課

題としてあげている｡

また､ 吉澤・米山 (����) は､ 中学校の場合､ 生徒の

行動に学習面だけでなく､ 情緒､ 行動面でも問題を生じ

ることが多く､ 不適応行動もほとんどが生徒指導上の問

題として捉えられることをあげている｡ その際､ ルール

性や校内の規律を守らせようとする生徒指導に力が注が

れる場合､ それまでの受容的な働きかけから､ 一定の決

まりや約束を守らないことによる叱責が多くなる傾向に

なるという｡

さらに､ 中学校では高校受験が意識されていき､ そう

した学校生活の中で､ 集団生活への同調性が低下してき

た場合､ 周囲の受験モードが強まれば強まるほど､ 集団

不適応状態が困難になる傾向のあることが示されている｡

それゆえ､ 学力面での困難が生じた場合､ 登校や学校生

活への意欲を低下させていく大きな要因になることが少

なくない (玉井, ����)｡

ところで､ 小学校から中学校への移行は ｢中１ギャッ

プ｣ とも言われ､ 通常の児童生徒の場合も､ 中学校進学

後の学校不適応状態の増加が見られるような発達の危機

でもあり､ この時期の環境変化の大きさを示している

(玉井, ����)｡ その中で､ 自己評価の低さや自尊感情の

低さによる二次的な障害を考えていく必要性があげられ

る｡ 思春期は発達障害の子どもが二次障害を発現しやす

い年代である (齊藤､ ����) が､ 親離れが進行し､ 友人

関係への没頭が始まる時期の特徴があるがゆえに､ 例え

ば広汎性発達障害の子どもたちは､ 被害的な感情や怒り､

孤立感が生じることがあるという｡ また､ 齊藤 (����)

によれば､ ＡＤＨＤの子どもたちも自尊心の低下や叱責

を予測して緊張したり､ 反抗が非行に転換しやすい年代

でもあるという｡

吉澤・米山 (����) は､ ＬＤなどの特別支援を必要と

する生徒は､ 年齢が上がるにつれて､ その呈する不適応

が複雑化するなど､ 二次的な問題を抱えていくことから､

特に中学生の時期ともなると､ 核となる問題がみえにく

く､ 周囲に理解されにくくなる｡ 友人関係でも意思の疎

通がうまくできず､ 仲間はずれにされたり､ 学業不振か

ら授業についていけなくなったりすることもある｡ この

ように二次的な問題が生じ､ 不登校などの形で表面化し

ていくことを示唆している｡

本論文では､ こうした小学校とは違った支援が必要な

中学校での特別支援のあり方の検討を目的とする｡ 教科

担任制や生徒指導重視の体制､ あるいは受験モードが強

まるなどの中学校の生活構造の中で､ 発達障害をもつ生

徒が抱える困難性やそれに対しての支援課題はどのよう

なものか｡ そして､ 思春期の発達課題を抱え､ 二次的な

障害が起こった場合にどのように対応していけばよいか｡

これらについて実践報告事例をもとに検討していき､ 中

学校における特別支援教育の課題について考えていくこ

とを目的とする｡

こうした問題意識のもと､ ここではアスペルガー症候

群と診断された事例に対し､ 養護教諭が中心となって取

り組んだ一つの実践を報告する｡ アスペルガー症候群と

は､ 自閉症の ①社会性の障害､ ②コミュニケーション

の障害､ ③想像力の障害とそれに基づく行動の障害の特

徴をもつが､ 知的障害がない､ もしくは比較的軽微では

あるというものである｡ しかし､ ｢すぐにかんしゃくを

起こす｣ ｢口が立ちすぐに言い返すが､ 行動が伴わない｣

｢作業を最後までやり終えないと次の行動に移れない｣

などの行動が見られる場合もある (小澤, ����)｡ そう

した行動特徴が集団や社会生活の中で不適応要因となる

ことが少なくない｡ ルールや規律を重んじる傾向のある

中学校において､ こうしたアスペルガー症候群の生徒の

特性を理解して支援していく必要性があるように思われ

る｡

中学校の特別支援教育のあり方を考えるにあたり､ 特

別な教育的ニーズを抱えた生徒たちへの支援や学校体制

作りの困難性とあわせ､ 保健室や養護教諭を拠点にして

行った具体的方法および専門機関との連携について､ 実

践報告事例を検討していきたい｡

本論文では､ 養護教諭が中学校に在籍していた時期に

行った実践経過を報告したものをもとに､ 以下記述する｡

研究紀要 第10号
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小学校 (６年生) 中学校 (１年生)

担任制度 学級担任制 教科担任制

評価方法 絶対評価が中心 相対評価が中心

立 場 最上級生 最下級生



対象とした資料は､ 保健室の在室記録､ 対象生徒の診断

資料､ および保護者との連絡ノートの記録資料である｡

なお､ これらの資料を検討することは､ 保護者の許可を

得ているが､ 個人が特定されないよう､ 記述においては

変更を加えた｡

�. 実践報告
対象にした生徒は､ 医療機関からアスペルガー症候群

の診断を受けている｡ 医療機関との連携の中で養護教諭

が中心となって実践の方針を立てたが､ 学校体制の中で

実践していく際に生じた困難や問題点､ およびその変化

をふまえながら､ 生徒の変容について報告した｡

１. 生育歴

男児､ 第３子｡ 家族は､ 父・母・姉２人・祖父・祖母｡

妊娠中は､ 低置胎盤のため帝王切開の予定だったが､ 妊

娠��週､ 自然分娩で出生｡ 出産時特記事項無し｡ 生下時

体重����ｇ｡ 身長����｡ 定頸３ヶ月､ 寝返り､ おすわ

り６ヶ月､ 這い這い９ヶ月頃､ つかまり立ち１歳１ヶ月､

始歩１歳４ヶ月であり､ ３歳児健診までは､ 特に異常は

指摘されなかった｡ また､ ３歳まではよく笑い愛想のい

い子どもであった｡ それまでの発達は二人の姉の小さい

頃と同じだったので､ 両親も特に気になることはなかっ

た｡ ３歳児健診でことばの発音の遅れを指摘され､ その

後地域のことばの教室に�ヶ月間通所した｡

保育園の時期は､ 家庭では母親からみて特に問題に思

われる行動はみられなかったが､ 保育士より集団行動に

入れないことがあるとの連絡を受けたことがあった｡ 集

団に入ることができず､ 部屋の隅にいたりしていたが､

保育士に連れられて参加できたこともあった｡ しかし､

登園渋りや多動などの問題はなく､ ３年間を過ごした｡

また､ ３歳から４歳の１年間親子音楽教室に通う｡ ５組

ぐらいの親子が一緒になってエレクトーンを弾いたりす

る内容だったが､ じっとしていなかったり､ 活動ができ

なかったりしたことはなく､ みんなと同じように活動で

きたという｡

就学時健康診断の教育調査 (知能検査) で精密検査が

必要と言われ､ 専門機関を受診したが､ 異常なしと判定

され､ 普通学校の通常学級に入学した｡ 以後小学生の時

期は､ 通常学級で過ごした｡ 厳しい教師が担任の時は嫌

がり､ 優しい教師が担任の時は嫌がることはなかったと

いうように､ 教師によって適応の状況が変わった｡ また､

全校集会や体育などに参加できないことが時々あり､ 担

任教師に抱きかかえられて参加していた｡ 小学校�年生

の頃､ クラスの男子にからかわれることが多くなり､ ト

イレに閉じこもったり､ 学校を飛び出したりするように

なった｡

小学校�年生になってもトイレへの閉じこもりや､ 教

室を飛び出す行動があったので､ 担任教師より相談機関

へのカウンセリングを勧められ､ 月�回､ 母親がカウン

セリングを受けるようになった｡ 月�回のカウンセリン

グは６年生まで続けたが､ カウンセラーからは､ ｢父親

の関わりの不足と母親が甘やかして育てたことが原因｣

と言われ､ Ａ男に発達の問題があるとは指摘されていな

い｡

中学校には上記の事項について､ 小学校からの特別な

引き継ぎがなく入学し､ 通常学級に在籍し､ 特別な配慮

が必要であるとは認識されていなかった｡

２. 実践の経過

(1) 支援開始時の状況

中学�年の�月Ｘ日の朝､ 生徒玄関の下駄箱のところ

でＡ男がカバンを持ったまま佇んでいた｡ 養護教諭が

｢どうしたの？｣ と声をかけると無言のまま何も答えよ

うとしなかった｡ ｢教室に行かないの？｣ と聞くと､ Ａ

男は小さな声で ｢教室に行きたくない｣ と答えた｡ 生徒

玄関のすぐ横が保健室であったこともあり､ 養護教諭が

｢保健室でもよければ入る？｣ と言うと素直に入ってき

た｡

１学期に腹痛を訴えて保健室に来室することが�回あ

った｡ また､ その日から１週間程前に左手と左胸が痛い

と言って保健室に来室してきた際､ ｢やる気がしない｣

とポツリと言ったＡ男のことばが養護教諭は気になって

いた｡ また､ �学期に教師たちよりＡ男の ｢気になる行

動｣ が報告されていた｡ その日の状況からも気がかりな

問題を感じ､ 今日一日は無理をさせないで様子をみたい

と思い､ 学年主任・担任教師に ｢教室へ行きたくない原

因があると思うため､ 今日は保健室で様子をみさせてく

ださい｣ と伝えた｡ このように保健室在室の許可を得て､

Ａ男はその日一日保健室で過ごした｡ この日から､ Ａ男

は保健室で過ごすことが多くなった｡

(2) １学期のＡ男の気になる行動

先に述べた１学期から教師たちが�男について報告

していた ｢気になる行動｣ とは､ 以下のとおりであった｡

まず､ 授業中､ 机に顔を伏せてそのまま上げようとし

ないことが時折あった｡ その際に､ 顔を上げるように強

く指導する教師やそのままの状態で授業を進める教師な

ど､ 教科担任によって対応は異なっていた｡ また､ ｢ト

イレに行く｣ と言ってトイレに行くと､ しばらく教室に

は帰ってこないことがあった｡ その時には男子トイレの

大便器のある個室にしばらく入っていることが多く､ 閉

じこもっていたようであった｡ 廊下の中央付近を歩かず､

壁に沿うようにして歩く姿など､ 特徴のある行動も見受

けられていた｡

しかし､ 一方で､ どの教師にも馴れ馴れしく話しかけ

ることもあった｡ また､ ｢～です｣ ｢～だと思います｣ な

ど普段の会話でも､ 非常に丁寧な言葉使いをしていた｡

(3) 教師間の支援に対する意見の相違

①保健室登校を始めるにあたって

９月Ｘ日より保健室登校が始まった｡ しかし､ その後､

｢生徒指導や学習が重視される中学校では､ Ａ男だけを

特別扱いすることはできない｡ Ａ男を特別扱いすると他

中学校における特別支援の必要な生徒の支援と校内体制
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の生徒に対し悪影響がある｣ という意見が教師の間から

出てきた｡ ある教師からは､ ｢保健室利用は�時間と決

まっているのだから､ Ａ男も１時間保健室で休養したら

教室へ戻すか､ 教室へ行けないのなら家庭へ帰すべきだ｡

他の生徒と同じ扱いをしてほしい｣ ということが�年生

の学年会で決定された､ と伝えられた｡

�月Ｘ日の放課後､ ある教師からＡ男へ､ ｢今日は特

別に保健室で過ごすことは許したが､ 明日は教室へ行き

なさい｣ と直接の指導が行われた｡ その時､ Ａ男は ｢は

い｣ と応じた｡

Ｘ日､ 午前中は教室で過ごすが､ ４時間目に保健室に

来室してきた｡ ４時間目が終了しても､ 教室へ行こうと

しないため�学年担当の教師が無理矢理教室へ連れて行

こうとした｡ しかし､ ベッドの下に潜り込み大泣き状態

となる｡ そのような状況からその日は､ 下校まで保健室

で過ごした｡

その後Ｘ日に ｢学校に行きたくない｣ という理由によ

り欠席する｡ Ｘ日母親と一緒に��時頃に登校した｡ ｢保

健室なら行くと言ったので連れてきました｡ １時間しか

過ごせないと言われましたが､ Ａ男の心が落ち着くまで

ゆっくりさせてほしい｡ ゆっくりさせていただくことは

無理ですか｣ という依頼が担任教師と養護教諭に伝えら

れた｡ スクールカウンセラーのアドバイスのもと､ 担任

教師と養護教諭で相談した｡ 学年会の意向もあるが､ 母

親の要望もあるので保健室で様子をみたいという旨が管

理職に伝えられた｡ 不登校になってしまう前に支援して

いきたいという理由があったからであった｡ その際､ 管

理職から保健室登校の許可を得た｡ ところが他の教師は

授業中のため不在の中での決定であったため､ これが学

年会で決定したことを覆すことになり､ 問題となった｡

しかし､ 現在のＡ男の状況では保健室登校が最良と判断

され､ 保健室に受け入れることになった｡

②保健室登校が始まってから

Ａ男の保健室での様子や行動については､ 週１回の校

内の生徒交流会の時間や主任会議において､ 養護教諭が

話した｡ 少しずつＡ男について他の教師たちに理解を得

られるようになったが､ 中には､ ｢専門医を受診するま

では保健室で過ごすことを許すが､ 専門医受診の結果､

何も問題がないと診断されたら教室へ戻す｣ という意見

があった｡ また､ ｢保健室ではなく相談室で過ごさせる

ことはできないか｣ という意見もあった｡ 保健室はけが

をしたり体調が悪い子が行ったりするところであり､ 元

気な子がいる場所ではないという見解もあり､ 相談室登

校が勧められた｡

Ａ男に養護教諭から相談室に行くことを尋ねると､ Ａ

男は ｢相談室は嫌だ｣ と答えた｡ 当時の相談室の体制は､

スクールカウンセラー・心の相談員が在室していない時

間は､ 授業の空いている教師が入れ替わり在室するとい

う体制であったため､ Ａ男が苦手とする教師と一緒にな

ることもある｡ Ａ男はそれが不安なようであった｡ そう

したＡ男の気持ちを尊重し､ 相談室ではなく保健室で過

ごさせることが支援会議により決定された｡

今回の件で､ 保健室はけがや体調不良の時しか行っては

いけないという一部の教師の考え方があることをあらた

めて養護教諭は知ることになった｡ 心のケアや特別支援

が必要とされている生徒に対しての保健室のあり方が理

解されていないことを痛感した｡ 一部教師と養護教諭と

の考え方の相違点をまとめたのが表２である｡

(4) 専門家､ 専門機関との連携と診断

①Ａ男の気になる行動や言動

保健室登校が始まり､ Ａ男の様子を観察していると､

今までの保健室登校をしていた生徒たちと比べ､ Ａ男の

行動や言動には独特の特徴があると養護教諭は感じた｡

そこで､ 養護教諭は､ Ａ男の様子を詳細に観察すること

にした｡ 表３が､ その一部である｡ それによると､ 特定

のものにこだわったり､ 現実と空想の世界の区別ができ

ないかのような言動が散見された｡ また､ 一度にいくつ

もの情報を提示すると混乱してしまう状況も見られた｡

その後､ 担任教師や他の教師がＡ男を教室に連れて行こ

うとすると､ ベッドの下に潜り込み出てこようとしなく

なった｡ 教師が保健室へ入ってくるとすぐにベッドの下

に隠れるようにもなった｡ 特定の生徒が保健室へ入って

きた時には､ 掃除ロッカーに隠れるなど､ 教室に戻るこ

とを極度に拒否したり､ 怖れたりする行動も見られたた

め､ しばらく保健室にとどまりながら､ 対応を考えてい

くことにした｡

また､ Ａ男の保健室での特徴的な言動や１学期に見ら

れた姿から発達障害があるのではないかと感じ､ 養護教

諭は関係する文献やインターネット検索によって調べた｡

しかし､ 今までの養護教諭としての経験の中で､ 発達障

害のある生徒に出会ったのは､ 本事例が初めてであるこ

ともあり､ 養護教諭の知識や理解の範囲を超えているこ

ともあった｡ そこで､ 定期的に学校に派遣されているス

クールカウンセラーの臨床心理士に相談することにした｡

研究紀要 第10号

― 92―

�� ��������������������

学年の一部教師 養護教諭

Ａ男の保
健室登校
に対して
の対応

他の生徒たちへの
影響を考えたい｡
Ａ男が保健室登校
をすることで､ 他
の生徒への示しが
つかない｡ Ａ男の
真似をして保健室
へ生徒たちが逃げ
込むので問題だ｡

Ａ男のことを最優先に
考える｡
今一番困っているのは
Ａ男である｡ Ａ男が教
室で楽しく生活や学習
がしていけるようにし
ていきたい｡ 他の生徒
へは､ きちんと指導す
ればＡ男のことを理解
できるはずだ｡

保健室に
対しての
考え

保健室は､ ケガや
体調不良の時のみ
に利用する部屋だ｡

保健室は､ ケガや体調
不良はもちろんだが､
心のケアもする部屋で
ある



②スクールカウンセラーへの相談と病院受診

養護教諭は､ スクールカウンセラーに､ Ａ男の保健室

での行動について説明し､ 対応を相談した｡ スクールカ

ウンセラーは､ Ａ男と面談し､ 発達障害を抱えていると

の疑いがあるという印象をもった｡ そこで､ 幼児期の様

子や家庭での様子も知りたいからと保護者との面談日が

設定された｡

母親との面談の結果､ スクールカウンセラーより専門

医受診が勧められ､ �病院小児精神科で受診することに

なった｡ また､ 診断を受けるにあたって､ スクールカウ

ンセラーより､ 学校での様子が文書で担当医に伝えられ

た｡ 受診後､ 担当医師より保護者に文書が届く｡ また､

同じ内容の文書が､ スクールカウンセラー､ 担任､ 養護

教諭宛に届いた｡

診断結果は､ Ａ男は､ アスペルガー症候群と診断され､

情緒特別支援学級入級が望ましいという内容であった｡

また､ 近くのＤ病院にて定期的にカウンセリングを受け

ることが勧められ､ 母親と同病院に通うことになった｡

専門医での受診結果と､ 担当医師からの文書をもとに､

校内において支援会議が開かれた｡ 参加者は管理職､ 学

年主任､ 担任教師､ 養護教諭であった｡ そこで確認され

たことは､ １. 特別支援学級への入級指導をしていく｡

２. 特別支援学級へ入級するまでは､ 保健室で過ごさせ

る｡ ３. 担任教師は出来るだけ､ Ａ男と触れ合う時間を

作る｡ ４. 学習の遅れが心配であるため､ 相談室で過ご

せる時間をつくり､ 少しずつ学習面での支援をしていく｡

５. �男が保健室で過ごすことについて､ 担任からクラ

スの生徒へ担当医の指導をもとに説明をする｡ というこ

とであった｡

以上の５点を確認し､ 実施していくこととなった｡ こ

うした共通理解のもとに､ 今度は､ 本格的に保健室登校

が始まった｡

③教室不適応の原因を探る

保健室登校が始まってからは､ 教室に戻そうとしても

頑なに嫌がるような姿が見られたため､ その原因を探る

ために､ Ａ男が保健室で安定してきた時に､ 次のような

応答を行った｡ 養護教諭が､ ｢学校は楽しい？｣ という

質問に対し､ �男は ｢楽しいです｣ と答えた｡ また､

｢教室はどうして嫌なの？｣ と尋ねたら､ ｢Ｅ君とＦ君に

いじめられました｡ でも､ 先生も友だちも助けてくれま
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・保健室の車椅子が気に入り､ 何時間でも乗って遊ぶ｡
・ゲームの絵を書くことが好きで､ たくさんの絵を書いていたが､ 本人にしかわからないような大変細かい絵をか
いていた｡ (図１)
・家庭の話をするときに､ ｢僕のねえさんは・・・｣ とか ｢僕のおねえちゃんは・・・｣ という話し方ではなく､
｢僕の姉は・・・・｣ など普通の生徒が日常の会話で使うような言葉使いではなく､ 妙に丁寧な言葉使いで話す｡
・下校中にＡ男に出会い､ 声をかけると､ ｢どなたでしたか？｣ という返事がかえってきた｡ 毎日保健室で一緒に
過ごしているのに､ 場所が変わるとわからないようであった｡
・図書室の本が借りたいと言ったときに､ 図書担当の先生に説明を依頼した､ 図書担当の教諭が ｢読みたい本を持っ
てきて､ 図書カードに記入して｣ と説明をはじめたところ ｢いっぺんに言われてもわかりません｡｣ と言った｡
後日図書室で実物を見せながら説明すると理解した｡
・保健室の流し台の水道で夢中になって１時間以上水遊びをしていた｡
・保健室にムカデはいないのに｡ ｢大きなムカデが�匹いました｡｣ と真剣に話す｡



せんでした｡ 僕はいっぱい我慢してきました｡ でも､ も

う疲れました｡ よくわからない教科もあります｣ と答え

た｡

Ａ男のこの言葉が事実かどうか､ 養護教諭は､ 同じク

ラスのある女子生徒に聞いてみることにした｡ すると､

ある男子生徒たちから､ よくからかわれていたことがわ

かった｡ Ａ男が机に顔を伏せていると無理矢理顔を持ち

上げようとしていたが､ Ａ男は強く抵抗していたという

話であった｡ また､ Ａ男の行動や言葉がみんなと少し違

うから､ 一番からかいやすかったと思う､ ということを

他生徒から把握した｡

Ａ男は人との関わりがうまく築けない｡ また､ 小学校

とは違い､ 教科担任制となった中学校で､ 授業の進め方

も教師によって違うため授業の内容が理解できないとき

もあり､ 机に伏せる状態となったのではないか｡ 教師の

中にも､ Ａ男を強く叱責し顔を無理矢理上げさせていた

こともあった｡ さらに他生徒からのからかいも生じてい

たことが､ 教室不適応の原因になっていると養護教諭に

は考えられた｡

発達障害があることが､ 中学校入学の時点でわかって

いたら､ 教師のＡ男に対する対応も違っていたかもしれ

ないし､ Ａ男の気になる行動に対する見方も違っていた

のではないかと養護教諭には思われた｡ また､ 他の生徒

のＡ男への対応に対しても気に留め､ からかいの早期発

見にもつながったかもしれない｡ １学期の間､ 辛い思い

をしていたと思われるＡ男の心情を考えると養護教諭は､

心が痛んだ｡ １学期に４回腹痛を訴えて保健室へ来室し

てきた時､ Ａ男は���を出していたかもしれない｡ 気

づくことができなかったと養護教諭は反省した｡ 教室不

適応にこのような背景があり､ 傷ついたＡ男の心を癒す

ような対応が求められていた｡

(5) 保健室での具体的支援

保健室登校では､ Ａ男の心を癒す配慮とともに､ 具体

的に支援していくことも求められた｡ そのため､ 養護教

諭は保健室でできる具体的支援策を考えた｡ それは､ 以

下の内容であった｡

① 保健室での支援

�日の計画が何も無いままであると､ Ａ男は１日中､

本を読んでいたり､ 好き勝手なことをしたりしているこ

とが多かった｡ このままでは良くないと考え､ １時間ご

とに何をやるかを決めて生活させるようにしたが､ なか

なか決めたように出来なかった｡ そこで､ カードを作成

し､ 黒板に示すことにより予定を明確にすることにした｡

また､ 最低１日１時間は､ 勉強の時間をつくることを

約束した｡ そして､ 決めたことが守れたらシールを貼る

という ｢ごほうび｣ もつくった｡ そうすると､ カード作

成後は､ 毎朝保健室へ来ると黒板にカードを貼り､ ｢次

は勉強の時間だ｣ ｢次は図書室に行ってくるね｣ と自ら

言うようになった｡ 最初は､ 勉強も��分程度しか学習

や活動に集中できなったが､ 少しずつ集中できる時間が

増えていった｡

また､ トラブルが起きたときには､ 必ず ｢どうしてト

ラブルになったのか｣ というように､ 自分の気持ちと相

手の気持ちを言語化し､ 考えさせるようにした｡ また､

市販のゲームなどのツールを用いて､ 遊びの中でコミュ

ニケーションのとり方を考えさせるようにした｡

②数々のトラブルから

しかし､ 以上のような取り組みを行う中でも様々なト

ラブルが起こることがあり､ それに対応することが必要

になった｡ それは､ Ａ男の支援課題を明らかにする上で

参考になるものであったが､ 養護教諭はそれぞれのトラ

ブルの対応に追われることになった｡ 次に､ いくつかの

トラブルについて列挙した｡

１) 段ボール箱事件

休み時間にＡ男はトイレットペーパーが入っていた空

の段ボール箱に入って遊んでいた｡ 保健室へ入ってきた

女子生徒が ｢何をしてるの？｣ と手でトントンと段ボー

ル箱の上をつついたところ､ Ａ男は突然段ボール箱から

出てきて､ 近くにあった丸椅子を持ち上げ床に叩きつけ

た｡ 落ち着いてからＡ男に尋ねると､ Ａ男は､ 段ボール

箱を蹴飛ばされた｡ だから頭にきたと言う｡ 段ボール箱

はＡ男にとってとても大切なものであり､ トントンとさ

れただけの状態であったに関わらず､ Ａ男は自分の大切

なものを壊されたようであった｡

Ａ男がどうしてこのような行動をとったのかについて､

段ボールをつついた女子生徒に話し､ Ａ男が落ち着いて

から､ 二人で話をさせた｡ 女子生徒は､ ｢私は､ Ａ男君

が段ボール箱に入って何をしているのか不思議だったか

ら､ 何しているの？と手でトントンとしただけだよ｡ 絶

対に蹴っていないし､ 段ボール箱を壊すつもりもなかっ

たんだよ｡ ごめんね｣ と述べた｡ それに対して､ Ａ男は

素直に ｢いいよ｣ と答えた｡

養護教諭から､ Ａ男に､ ｢段ボール箱に入っていたら､

誰だって何をしているんだろうと不思議に思うよ｡ だか

ら､ 中で何しているの？とトントンとしたんだよ｡ やっ

ぱり､ 段ボール箱には入らない方がいいと思うけど｣ と

言った｡ その後はＡ男は段ボール箱に入って遊ぶことは

なくなった｡

また､ 女子生徒には､ ｢段ボール箱に入ってたら不思

議に思うのは当然だよね｡ 触りたくなる気持ちもわかる

よ｡ でも､ Ａ男君にとっては､ 段ボール箱はとても大切

な物で､ 他の人に触られたくなかった｡ だから頭にきた

と思うよ｡ 突然トントンと段ボール箱をつつくよりも､

Ａ男君に､ 段ボール箱の中で何しているの？と聞いた方

がよかったと思うよ｣ という話を養護教諭から行った｡

２) 洗濯機破壊事件

Ａ男は､ タオルケットが気に入って､ それにくるまっ

てベッド横の床に寝転がっていることが多かった｡ ある

時､ 休み時間に他の生徒が入ってきて､ Ａ男が持ってい

るタオルケットを持ち上げようとしたところ､ Ａ男が突
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然起きてきて､ 近くにあった洗濯機を無理矢理押し倒し

た｡ そのため､ 蛇口とホースの接続が壊れてしまった｡

その時に､ 養護教諭はＡ男になぜそのようにしたかを尋

ねたところ､ Ａ男は ｢他の生徒が僕のことを蹴飛ばした｡

だから頭にきた｣ と言う｡

Ａ男は気持ちよくタオルケットにくるまって自分の

世界にひたっていたところを､ タオルケットをひっぱら

れたことにより､ 邪魔をされたと思ったようであった｡

その後､ ｢タオルケットにくるまっているのは誰だろう？

とタオルケットを引っぱっただけで､ 他の生徒が蹴って

はいない｣ ことをＡ男に説明する｡ Ａ男は納得して､ 倒

れた洗濯機を自分で元通りにしていた｡

他の生徒には､ 養護教諭から ｢Ａ男君は､ タオルケッ

トにくるまって自分の世界にいたと思う｡ 突然タオルケッ

トを引っぱられたから頭にきて､ 洗濯機倒しちゃったん

だよ｡ やっぱり､ 突然タオルケット引っぱるんじゃなく

て､ Ａ男君何してるの？と声をかけた方が良かったかも

ね｣ という話をした｡

３) 水着事件

ある日､ Ａ男は彼に優しくしてくれる女子生徒の家へ

電話をかけた｡ 内容は､ ｢水着を持って僕の家に遊びに

来て｣ と言うことに加え､ 性的な内容の電話であったた

め､ 女子生徒の母親から学校へ電話連絡が入った｡

最近何回も電話がかかってきて娘が怖がっているので､

とても困っているとのことであった｡ すぐに担任教師が

Ａ男の母親へ電話の件を連絡した｡ Ａ男へは､ 男性の性

の問題については男性教師が話した方がいいと判断し､

男性教師である担任教師と教頭がＡ男の自宅へ行き､ Ａ

男と話をした｡ ｢性的なことに興味を持つことは､ 中学

生ぐらいなら誰でもあることだけど､ 他の人に言ってい

いことと言ってはいけないことがある｡ また､ 言われた

ことで嫌な思いをすることもある｡ 今回の電話の内容は､

相手の子がとても嫌な思いになっている｣ と伝えた｡ ま

た､ 女子生徒の家には､ Ａ男の母親が謝りに行った｡

翌日､ 保健室へ来るとＡ男が ｢先生､ 今日ぼくに聞き

たいことあるでしょう？｣ と言ったため､ ｢エッチなこ

とを考えることは中学生ぐらいなら普通のことだけど､

女の子に電話して話すことじゃないよ｣ と話すと､ ｢わ

かっているよ｡ でも､ もう一人の自分が我慢できなくなっ

て､ 電話してしまった｣ と答えた｡ 昨晩､ 担任教師と教

頭がＡ男に話していることもあるため､ それ以上話すこ

とはやめたが､ その日以来､ 女子生徒の家に電話をかけ

ることはなくなった｡ 女子生徒には､ ｢Ａ男君は､ あな

たがとても優しくしてくれるから､ 嬉しかったんだと思

う｡ だから電話しただけだと思うよ｡ 電話の内容がちょっ

とよくなかったね｡ Ａ男君には､ ちゃんと話しておいた

から､ もう変な電話はかかってこないと思うから安心し

て｡ Ａ男君は､ けっして嫌な子じゃないから､ これから

も優しくしてあげてね｣ という話をした｡

この３つの出来事から､ 自分が気に入らないことをさ

れると突然パニック状態となり､ 物にあたる｡ 相手の気

持ちを考えず､ 行動してしまう傾向のあることが見られ

た｡ 一つ一つの出来事に対して､ 相手の人はこういう気

持ちだったんだよ､ 嫌な思いになることもあるよ､ と話

をしていくとＡ男は理解し､ 同じことの繰り返しをする

ことはなかった｡ Ａ男だけではなく､ かかわった他の生

徒へも､ Ａ男はなぜこのような行動をとってしまったの

かを話し､ どのようにかかわったら良いのを養護教諭が

話すと､ その後も関わりが維持された｡

４) ゲーム・遊びを通して

こういう事件から､ Ａ男に対して養護教諭は相手の気

持ちを察した行動を行うことを指導していくことの必要

性を感じた｡ そこで､ 相手の気持ちや考え方を知り､ 自

分の考えを勝手に話すのではないことを伝えていくこと

が必要と考え､ 試行錯誤の中でゲームを用いてそれに対

応していくことにした｡ 具体的にはすごろくゲームを使

い､ 順番にさいころを振る｡ 止まったところの質問に答

える､ 他の子の話をきちんと聞く､ など､ 人との関わり

方を学ぶことができるのではないかと考え､ 提案したと

ころ､ Ａ男はそれに応じた｡

このゲームは､ Ａ男も､ 一緒に遊んだ他の生徒も､ 大

変喜んで夢中になってやっていたという点で､ 試行錯誤

の取り組みであったといえ､ 効果的であった｡ さらに､

ゲームを発展させ､ 生徒たち自分たちで質問内容を変え

たすごろくを作成し遊ぶようになった｡ 時には､ 教頭も

参加し､ Ａ男はとても楽しそうに､ すごろくゲームをし

ていた｡ そこでは､ ルールを守って遊ぶことができた｡

(6) 保健室内での支援から特別支援学級との交流､ 他

教室での支援

①特別支援学級との交流

中学２年生から特別支援学級への入級が決まりつつあっ

たため､ 意図的に特別支援学級の教師や生徒と交流をも

つように養護教諭は働きかけた｡ 少人数の中では､ とて

も元気に過ごせるＡ男であったことと､ 特別支援学級の

生徒たちの中で過ごすと､ Ａ男がみんなから､ けなされ

たり､ からかわれたりすることはなく､ 自信をもって過

ごすことができたことから､ 特別支援学級の生徒たちの

活動には元気に参加していた｡ 体育館や運動場､ パソコ

ン室などで行う､ 体育・パソコンを使った学習活動など

に参加した｡ しかし､ 自分は特別支援学級の生徒ではな

いというこだわりがあったため､ 特別支援学級の教室に

入っての教科学習には参加しようとしなかったため､ 保

健室で学習を保障することにした｡

しかし､ 保健室だけで過ごしていては､ Ａ男の社会性

スキルは育たない｡ Ａ男の行動範囲を図書室､ 相談室､

職員室､ 体育館と広げ､ 他の教師とのやり取りの中で社

会性スキルを身につけさせたいと養護教諭は考えた｡ 行

動範囲が広がると､ いつもうつむいていたＡ男が顔を挙

げ生き生きとした姿に変わっていった｡ 図書室の使用方

法についても具体的に説明をすると把握でき､ 図書館司
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書が在室している時は､ 好んで図書室で過ごすようにな

った｡

②学習の支援

母親がＡ男の学習の遅れを心配している様子から､ 少

しずつ学習できるように工夫した｡ しかし､ Ａ男は自分

が出来ないと思ったことは､ 最初から取り組もうとしな

い｡ 数学のプリントをやっていたＡ男に､ 他の教師が

｢答えが違っているから考え直してみたら｣ と声をかけ

たところ､ 記入した答えを全て消してしまい､ ｢もうや

らない｣ といってやらなかったことがあった｡ 他の答え

が合っていても､ Ａ男には１問間違っていることが嫌だっ

たのか､ 間違っていると指摘されたことが嫌だったのか

は､ 養護教諭には理解できなかったが､ Ａ男は､ 勉強に

対してプライドがあるように感じた｡

こうしたことから､ 全部できたという喜びを持たせ､

学習に対する意欲につなげたいと養護教諭は考え､ 漢検

の練習帳や数学のプリントなど､ 小学校６年生位の問題

からプリントを提示すると､ Ａ男は常に満点をとること

ができ､ 満足な表情をし､ 学習にも集中できるようになっ

た｡ しかし､ 問題を難しくしていくと､ ｢塾で勉強して

いるからやらなくても大丈夫｣ と言って逃げる姿が出て

くるようになった｡ 塾での個別指導では､ しっかり勉強

をしていることを母親から聞いていたため､ 個別指導な

ら学習に集中できるのではと考え､ 保健室で授業のあい

ている教師が学習の指導を行うと､ １時間学習に集中で

きるようになった｡

(7) 保護者との連携

担任教師からの母親への連絡は､ どうしても困ったこ

とがあった時に連絡することが多く､ 母親もＡ男の学校

での良い姿を知ることができない状況であった｡ 母親の

仕事の都合もあり､ 連絡をとってゆっくり話をする時間

がなかなか取れない状況であった｡ 保健室で１日どのよ

うに過ごしたかを知らせたり､ 家庭での様子も知りたい

と養護教諭は考え､ 担任教師の了解を得て､ 母親との連

絡ノートを作成し､ 毎日の保健室での様子を連絡ノート

で知らせるようにした｡

養護教諭は連絡ノートには､ できるだけＡ男の良いと

ころを書くようにし､ 学校でも家庭でもＡ男に対してほ

めることを多くし､ Ａ男に自信を持たせることが必要で

るとした｡ さらに､ 連絡ノートを通して母親の悩み等も

聞くようにしていった｡

母親の不安に対しては､ ｢やはり､ 親が自分の子を認

めてあげるべきですね｡ 時間はかかりますが､ ゆっくり

いきましょう｣ という趣旨の内容を記述した｡ この頃は､

教室へ行かないと勉強が遅れてしまうのではと母親が学

習に対してとても不安を抱いていた時期であった｡ 一方､

この頃のＡ男は､ 毎日が安定していた状態ではなく､ 家

に帰りたくないとつぶやくこともあった｡ したがって､

連絡ノートには､ できる限り､ Ａ男のいいところを書く

ようにした｡

母親が友人からのアドバイスや専門医でのカウンセリ

ングから､ Ａ男の障害を前向きに受け入れ始めた頃になっ

て､ Ａ男は以前より安心して行動する姿が見られるよう

になった｡ 中学２年生から情緒学級へ入級することに決

めた｡ Ａ男の支援の必要性を受け入れていこうと母親が

決心した結果であった｡ その時期には､ 養護教諭は､ Ａ

男の学校でのいい姿を連絡ノートに書くようにした｡ 担

任教師からもＡ男が､ がんばっている様子を電話で話し

てもらうようにした｡ 家でも､ 母親がＡ男の良いところ

に注目するようになり､ 連絡ノートにもＡ男の良いとこ

ろが書かれているようになった｡ そのせいか､ Ａ男は生

き生き活動できるようになった｡

連絡ノートの内容を振り返りながら､ Ａ男の保健室で

の様子と照らし合わせてみると､ 母親焦りが軽減してい

ると､ Ａ男も保健室で落ち着いて勉強したり､ 生活した

りできていたように養護教諭は思った｡ しかし､ 受験モー

ドの強まる中学校の体制の中では､ 母親の焦りや心配も

もっともなことであった｡ 支援していく上で､ こうした

母親の不安や焦りを受け止めつつ連携をとっていくこと

が必要であった｡

(8) 特別支援学級への入級後

この年度で養護教諭が学校を異動することになった｡

離任式の日に､ Ａ男は体育館で自分のクラスの席には着

かなかったが､ 体育館の隅で養護教諭の離任式の話を聞

いていた｡ 離任式後､ 保健室へ戻るとＡ男が養護教諭の

近くまで来て､ ｢先生､ 今までありがとう｣ と言って抱

きついた｡ 養護教諭の脳裏にはＡ男と過ごした年月がよ

みがえり､ 涙が止めどなく溢れてしまった｡

異動後も母親より養護教諭に時折電話が入り､ Ａ男の様

子を聞くことができた｡ 最初の頃は､ 情緒学級での生活

が不安であることや､ 友だちとのトラブルで困っている

との内容が多かったが､ 最近では､ 修学旅行に元気に行

くことができたり､ 体育大会にみんなと一緒に参加する

ことができた様子が報告された｡ 通常学級の生徒たちと

も一緒に学習できることもあるなど､ 良好に過ごしてい

るという連絡が多くなってきた｡ その後､ 支援体制の整っ

た普通高校に進学した｡

�. 実践報告事例からみた今後のあり方と課
題
以上のような実践経過をもとに､ 事例の特徴と実践の

検討を行った｡ さらに､ 以下のように中学校の特別支援

教育をすすめていく上での課題を考察した｡

１. Ａ男の特性と発達課題

Ａ男は､ 乳幼児期から言語発達の遅れと集団に入る時

に適応のしにくさを抱えていたが､ 特別な問題を指摘さ

れることはなかった｡ そのため､ 小学校でも特別な配慮

がないまま通常学級に在籍した｡ しかし､ 小学校でトイ

レに閉じこもったり､ 教室を飛び出すような行動が見ら

れていた｡
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中学校に入学してから不適応が強まっていたところに､

養護教諭から支援を受けることになる｡ そこから､ Ａ男

の行動が詳しく観察されることになるが､ それらの姿は､

対人関係を上手に築けないことや独特なコミュニケーショ

ン行動､ 複数の情報を処理しにくいなど､ が見られてい

る｡ 専門機関により､ ｢アスペルガー症候群｣ と診断さ

れたが､ それ以前にも発達障害に特徴的な行動が明らか

であった｡

しかし､ 周りはそれに気付かず､ 小学校から中学校へ

の引き継ぎも行われなかった｡ 養護教諭を含め､ 教師た

ちの発達障害の理解の不十分さから､ 当初は､ Ａ男の特

性を理解できず､ 他の生徒と同じように行動させようと

していた｡

さらには､ 友だちからのからかいにも遭い､ 不安が増

大し､ 緊急避難的に保健室に在室したといえる｡ 小宮山・

近藤 (����) は､ アスペルガー症候群の子どもたちは､

認知特性や対人関係場面における文脈の読みの苦手さを

背景にして生じる問題が周囲との不和を生み､ ｢本人の

被害感｣ や周囲の ｢分からなさ｣ から不安や怒りが増大

し､ 危機的な状況が生じるとしている｡ トイレへの閉じ

こもりや保健室で見られた数々の事件も､ そうした本人

の分からなさや被害感が不安を生み､ 不適応を起こして

いたことが原因といえる｡ 養護教諭は､ Ａ男の小学校の

頃にこのような行動があったことを中学校でも事前に把

握できていたら､ 教室不適応になる前に､ 対応ができた

のではないか､ と述べているように､ 生徒の理解をすす

めていくための実態把握とそれに関わる小学校からの引

き継ぎが必要であった｡

また､ Ａ男の特性が十分に理解されないために､ 机に

顔を伏せた時に無理矢理持ち上げようとしたり､ 保健室

に在室することは甘やかすことになるという理解から､

教室に連れ戻そうとすることが被害感や不適応感をさら

に強めていたのではないかと考えられた｡

養護教諭をはじめとして､ 教師たちがＡ男の特性を理

解することで､ 特性に配慮した支援ができるようになっ

た｡ 具体的には､ Ａ男の居場所として保健室を位置づけ

ること､ 一日の生活をわかりやすく提示すること､ ほめ

たり評価することを増やすことなどである｡ そのことに

よってＡ男との信頼関係が生まれ､ 保健室を拠点に徐々

に学習活動にも取り組み､ 活動範囲を拡げることができ

た｡ Ａ男が学校生活への意欲を高めていく上で､ 養護教

諭や教師との信頼関係が基盤であったといえよう｡ これ

をもとに､ 教師たちの理解の深まりや学校での支援体制

の構築にもつなげていったことになったのではないかと

示唆された｡

２. 学校体制づくりの困難さ

Ａ男の保健室登校をめぐり､ 教師間で意見が分かれた｡

保健室に一定の時間いることを認めず､ すぐに教室へ戻

そうとする指導もなされた｡ 生徒指導が重視されている

中学校では､ 生活面・学習面でもきまりをきちんと守る

ことに指導の重点がおかれ､ 守れない生徒については厳

しく指導される｡ 特別支援学級に入級している生徒や不

登校になり相談室登校をしている生徒については､ 対応

は異なるが､ Ａ男のように通常学級に在籍し､ 学校に登

校している生徒は､ 他の生徒と同じようにするべきだと

考えられる傾向にあった｡ もちろん全員の教師が同じ意

見ではなく､ Ａ男の行動を理解できる教師もいたが､ そ

のような中で教師の共通理解を得て学校体制を構築して

いくのは困難な状況があった｡

しかし､ スクールカウンセラーや専門機関との連携の

中で､ Ａ男はアスペルガー症候群と診断されたことで､

保健室で過ごすことも教室で授業を受けないことも認め

られた｡ このように､ 医療機関受診によって､ Ａ男に特

別な配慮が必要なことが明確になったことは重要であっ

た｡ 診断は､ 対応を考える上での一助となるものである｡

特別支援教育における専門機関との連携のあり方を検討

していくことが必要であると示唆された｡

しかし､ Ａ男は､ 関わる教師が増えるにつれて､ 自信

を持ち､ 明るくなっていった｡ そういったことからも多

くの教師が関わることが必要と言え､ 全校体制での支援

が重要であった｡ 全職員が発達障害について知識を習得

し､ 特性を理解することや､ 全職員共通理解のもとで一

人の生徒として支援していくためにも､ 校内支援体制の

構築のあり方を考えていくことが今後の課題である｡

３. 支援の課題と支援計画

高校受験を控える中学校では､ 学習の問題が大きく関

わってくる｡ 親も教師も学習を遅らせないようにしたい

という考え方が強い｡ Ａ男は､ 学習に対してつまずきが

あったために､ 学習支援の必要性を感じた｡ しかし､ 同

時に集団の中でも適応できるように自立の支援をしてい

く必要もあった｡ また､ 学習支援にあたっては､ 本人の

プライドが高く､ 支援に動機付けを高める配慮が求めら

れた｡

さまざまな本人の困難や不適応感があり､ 緊急避難的

に保健室に登校することになったが､ まず保健室で過ご

すことが本人にとって安定感を高め､ 一日のスケジュー

ルをわかりやすく提示するなど､ 居心地のよい環境を設

定したことは重要であったといえよう｡ また､ 他の生徒

とトラブルを起こしたり､ 突発的な事件を起こした時に

は､ 制止するのでなく､ その時の背景にある心情を聞き

取り､ 気持ちが落ち着いてから望ましい行動を提示すよ

うにしている｡ そして､ それを他の生徒に説明し､ 友だ

ち関係の架け橋になるような取り組みを行っていること

も大事なことではないかと思われた｡ 文脈の読めにくさ

あり､ 対人場面を築くことを困難としていたＡ男である

が､ 一方で友だちを求めている姿が見られた｡ 養護教諭

がそのつなぎ役になることで､ 仲間関係を築いていくこ

とができたと思われた｡ 社会性スキルのゲームの活用な

どは､ 仲間とも楽しみながら行ったことで意味があった｡

このような支援計画を立てることで､ 他の教師にも保
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健室での支援の中身を理解してもらうことができると考

えた｡ その支援計画が､ 特別支援学級での指導に継承さ

れていった上でも､ 作成することは有効であった｡

４. 保健室のあり方

｢保健室だけで抱え込んではいけない｣ ｢たまり場に

なる｣ ｢甘やかしすぎだ｣ ということが､ 保健室登校を

受け入れに関し､ 教師たちからよく出される意見である｡

また､ けがや病気の手当のみをするところというとら

え方もこの実践の中で行われた｡ そうした中で､ 保健室

登校を否定的に捉える傾向もまだまだ少なくない｡ こと

に中学校の場合､ 他の生徒への影響があるとされ､ 教室

に戻そうと強く指導される傾向もある｡ この実践の場合

も､ 教師間で保健室の役割について､ 共通の理解を図る

ことが課題であった｡

当初､ Ａ男の行動や言動に養護教諭はとまどいを感じ､

毎日が試行錯誤の連続であった｡ しかし､ �男との関係

が深まる中で､ 問題行動をとった時､ その原因が必ずあ

る､ その子なりの言い分が必ずある､ そこを理解しなが

ら､ 指導をしていくことの重要性は､ 今まで保健室登校

をしてきた児童生徒と重なるものであった｡ それは､ 全

てのケアを求めている児童生徒に対しての保健室の役割

を考えていく上で重要な視点である｡

発達障害のある子にとっては､ 気持ちを落ち着かせる

場所が必要である｡ Ａ男の場合､ 被害感や不適応感が高

まり､ 安定するための場所が必要であった｡ それは､ 保

健室であるかもしれないし､ 相談室や図書室の場合もあ

る｡ 仮に保健室を選んだ場合､ 保健室でまず､ 気持ちを

落ち着かせ､ 人との信頼関係を取り戻す支援が必要であ

る｡ しかし､ 同時にずっとそこで過ごさせるのではなく､

どうしてパニックになってしまったのか､ これからどう

したら良いのかを考えさせ､ 落ち着いたら教室に戻って

学習を続けることができるような方向性を探ることも必

要である｡ したがって､ 保健室をリソースルームとして

活用させ､ 必要に応じて教室との連携を図るということ

がより効果的であると考えられた｡

このように､ 思春期の子どもにとっては､ 居場所があ

ること､ そこで所属感を体験できることは､ ｢親への依

存から自立へ｣ という大きな発達課題を達成するための

重要なキーワードになる (齊藤, ����)｡ この実践では､

養護教諭が保健室で受け止め､ そこを居場所にしながら､

徐々に活動の場､ 自立の場を拡げていったことが重要で

あったと考える｡

また､ 連絡ノートより､ 保護者の精神的安定を図るこ

とが努められた｡ 保護者の心情をよく理解し､ 一緒になっ

て､ 同じ方向で､ 支援をしていく取り組みはこの場合と

ても重要である｡ その窓口として養護教諭が役割を果た

した実践であった｡

５. 中学校における特別支援教育の課題

この実践では､ 教科担任制や生徒指導の重視など､ 小

学校と違った環境の中での一人のアスペルガー症候群と

診断された事例が抱える課題､ および校内支援体制を築

く上での困難点が浮き彫りになった｡ しかし､ 養護教諭

が架け橋となって､ 生徒が学校生活で適応していくため

の支援と校内体制作り､ および他の生徒との関係作りに

役割を果たした実践であった｡ また､ その際に､ スクー

ルカウンセラーや専門機関との連携が重要であった｡

中学校において､ このように､ 支援を要する生徒への

対応を行うためには､ 指導する教師への支援や周辺生徒

への支援をも含めた校内支援体制の構築が求められてい

る｡ そのためには､ スクールカウンセラーや医療機関な

ど､ 専門家との連携もより一層望まれるが､ 同時に､ 研

修や小中の支援の継続性を整備していくことが求められ

る｡ さらに､ 保健室や相談室など､ 学校内のリソースを

どのように活用していくかの検討も求められる｡ さらに

森脇・浅川 (����) が指摘するように､ 教師支援を行う

研修の充実と継続化・教員の教育的判断力の向上・専門

家チームや関係機関との連携・個別支援計画の作成及び

その実践と評価・保護者に対する理解の促進と支援・長

期的見通しを持った地域をも含めた支援体制のシステム

化を行う上で､ 校内委員会が中心となって進めていくこ

とが重要である｡ また､ その委員会の担い手・推進役で

あり､ 地域や関係機関との連絡調整・保護者の相談窓口・

養護教諭や特別支援学級担任等との連携を行うキーパー

ソン (｢特別支援教育コーディネーター｣ など) の養成

が急務である｡
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